








   ＷＧＫモ－タ／バルブセット方法 

                                                                           

 

注意事項 

※ﾓｰﾀとﾊﾞﾙﾌﾞのｾｯﾄは、ﾓｰﾀの電源を入れた状態で行って下さい。 

 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ型の場合、電源を切った状態でｾｯﾄしてもﾗｯｸ下降時の食込み量が正常に取れません。 

 

※ﾓｰﾀとﾊﾞﾙﾌﾞのｾｯﾄは、無負荷(配管に流体が流れていない)状態で行って下さい。 

  流体が流れている状態では、正常にｾｯﾃｨﾝｸﾞ出来ません。 

 

※ﾓｰﾀとﾊﾞﾙﾌﾞを完全にｾｯﾄした後に、ﾊﾞﾙﾌﾞを中間開度にしてから、配管に流体を流して下さい。 

 または、徐々に圧力を上げる、徐々に流量を増やすようにして下さい。 

   完全にｾｯﾄしていない状態、或いはﾊﾞﾙﾌﾞを締め切った状態で配管に流体を流すと、ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏｰ等により 

  ﾊﾞﾙﾌﾞ或いはﾓｰﾀが損傷する事があります。 

 

※食込み量が大きい場合、ﾊﾞﾙﾌﾞの締切圧力は高くなりますが、ﾓｰﾀへのﾀﾞﾒｰｼﾞも大きくなり、 

早期に故障する原因となります。 

 

 食込みの基本事項 

1.ﾗｯｸとﾊﾞﾙﾌﾞ接続部のﾊﾞﾈﾊｳｼﾞﾝｸﾞの中に 

ばねが装着してあり、ﾓ-ﾀがﾊﾞﾙﾌﾞを 

押さえきった時、又は引上げきった時 

     圧縮ばねの力で、弁をｼ-ﾄ面に押さえつけて、 

流体の弁漏れを防ぐものです。図-1 

2.食込み量は、圧縮ばね押さえ込み量1.5～2ｍｍ 

が適正値になります。 

  *以下開度指針板を外して実施下さい。 

 

食込み調整 

1.ﾗｯｸ食込み基準線 

(1)ﾗｯｸとﾊﾞﾙﾌﾞ接続前又は、中間開度(全開及び 

全閉以外)時に ﾊﾞﾈﾊｳｼﾞﾝｸﾞとﾗｯｸの境界部に 

鉛筆などで、線を引きます。図-2                                                                

 (2)引いた線は、以降「基準線」となります。                図-1 ｾｯﾄ完了後 

     

2. ﾊﾞﾙﾌﾞへﾓ-ﾀの取付(ﾊﾞﾙﾌﾞの公称ｽﾄﾛ-ｸとﾓ-ﾀの作動ｽﾄﾛ-ｸを合せて下さい。) 

 注）ｽﾄﾛｰｸ調整ねじは、時計方向に回すとｽﾄﾛｰｸは小さく、反時計方向に回すと 

   ｽﾄﾛｰｸを大きくする事ができます。 

ｽﾄﾛｰｸ調整ねじを時計方向に回す場合（ｽﾄﾛｰｸを短くする場合）は、必ず 

        ﾓｰﾀの下降停止位置で行って下さい。それ以外の位置では内部構成部品を 

        破損する恐れがあります。 

        また、ｽﾄﾛｰｸ調整ねじを回し過ぎますと、ﾓｰﾀの調整範囲を超え、内部構成 

部品が破損する可能性がありますので、調整ねじはｽﾄﾛｰｸを確認しながら 

      徐々に回して下さい。 

        ※調整ねじ1回転で、約1.5～2mm ｽﾄﾛｰｸが変化します。 

(1)｢取扱説明書｣の手順に沿ってﾊﾞﾙﾌﾞにﾓ-ﾀを取付ます。 

   *手順に沿って行うだけで、食込み量はｾｯﾄできます。 

(2)接続後、ﾓ-ﾀを作動させﾊﾞﾙﾌﾞを数ﾐﾘ引き上げます。 

(3)再度、下降方向にﾓ-ﾀが停止するまで作動させます。 

図-2 調整図 
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3.下降時食込み量の確認 

(1)ﾓ-ﾀが停止した所で、基準線を引いた時と同様にﾗｯｸに線を引きます。図-3 

*基準線は、ﾊﾞﾈﾊｳｼﾞﾝｸﾞの中に沈んでいます。見えません。 

(2)ﾓ-ﾀを作動させﾊﾞﾙﾌﾞを数ﾐﾘ引き上げます。 

(3)今、引いた線が、ﾊﾞﾈﾊｳｼﾞﾝｸﾞから浮上がり、基準線も見えます。図-1 

(4)この基準線と浮上がった線間の距離が食込み量です。（1.5～2mm） 

(5)目視確認し、量が1.5～2mmに満たない場合、もしくは、2.5mm以上有ると  

   確認出来る場合、ﾊﾞﾙﾌﾞとﾓ-ﾀを外し、再度取付け直して下さい。                   

二方弁の場合は、以上で終了です。 

                

調整終了後、ﾊﾞﾙﾌﾞの弁開時の各食込みは、図-1の様に見えます｡ 

また、操作に関しては､取扱説明書をご参照ください。 

 

        図-3 下降食込み 

 

 

三方弁の場合は、引き続き4項を参照下さい。 

 

4.上昇時食込み量の調整(三方弁) 

(1)ﾗｯｸが上昇する方向にﾓ-ﾀが停止するまで作動させます｡ 

(2)この時ﾗｯｸﾊｳｼﾞﾝｸﾞから基準線が浮かび上がったら、浮かび上がった量が､ 

食込み量です。食込み量が 1.5～2mmより大きい場合は､ 

 ①ﾓｰﾀを下降停止状態にし、ｽﾄﾛｰｸ調整ﾈｼﾞを時計方向に1～2回転追い込む 

②再度ﾗｯｸ上昇方向に停止するまで作動させ、食込み量を確認する。 

        ③大きい場合①から繰返し、小さい又は見えない場合(3)へ 

(3)ﾓ-ﾀが停止したままの状態で､ｽﾄﾛｰｸ調整ﾈｼﾞを反時計方向に徐々に回転しますと、 

ｼﾞｼﾞ･･･とﾓ-ﾀの作動音とともに、徐々にﾗｯｸが上昇して行きます。 

(4)基準線が､1.5～2mm浮き上がるまで(3)の操作を続けます｡図―4 

(5)ﾓ-ﾀをﾗｯｸ下降方向に数ﾐﾘ作動させた後、再度ﾗｯｸ上昇方向に停止する迄作動させます。 

(6)食込み量を確認する。大きい：(2)①から繰返し、小さい又は見えない：(3)へ       

(7)以上の調整､確認を繰返し、上昇時食込み量 1.5～2mm を確保します｡                       

図-4 上昇食込み 

調整終了後、ﾊﾞﾙﾌﾞの弁開時の各食込みは、図-1の様に見えます｡ 

また、操作に関しては､取扱説明書をご参照ください。 

 

※食い込み量が大きい場合、ﾊﾞﾙﾌﾞの締切圧力は高くなりますが、ﾓｰﾀへのﾀﾞﾒｰｼﾞも大きくなり、 

 早期に故障する原因となります。 
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サギノミヤ製品ご購入のお客様へ 

     免責事項に関わるご承諾について 

 平素は当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。 

さて、当社製品をご使用いただく際は、見積書、契約書、カタログ、仕様書などに免責に関わる文言の記載がない場合、 

本書面により、次の通りとさせていただきます。 
 

●作動確認 

本製品をご使用になるお客様（以下、「お客様」といいます。）は、ご使用の際、本製品を正しく取り付け後、必ず試運転を 

実施し 全システムが完全に機能することを確認してください。 
本製品の不適切な取り付けにより、結果としてお客様の機械・装置において、人身事故、火災事故、多大な損害の発生などを 
生じさせないよう、フェールセーフ設計 1)、延焼対策設計による安全設計を行い必要な安全の作り込みを行っていただくと共に、 
フォールトトレランス 2)などにより要求される信頼性にも必ず適合できる状態に正しくご調整くださいますようお願い 
いたします。 

注 1) フェールセーフ設計：機械が故障しても安全なように設計する。 

注 2) フォールトトレランス：冗長性技術を利用する。 
 
本製品の定期的な検査 

最低 年 1 回は作動の確認を必ず実施し、その記録を残してください。 
 
お客様がこれらを怠ったことにより、お客様に損害が発生した場合、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものと 

いたします。ただし、お客様に生じた損害が 本製品の製造過程における瑕疵による場合はこの限りではありません。 
 

●使用上の制限 

本製品は、生命にかかわるような状況下で使用される機器又はシステムに用いることを目的として設計・製造されたもの 

ではなく、冷暖房及び冷凍空調装置用又は各種産業装置用に用いることを目的（以下、「本目的」といいます。）として 

設計・製造されたものです。 

従いまして、下記 1)～3)に関する分野における本製品の使用は一切予定しておりません。これらの分野について本製品を 

使用され、それにより損害が発生した場合でも、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。 
 
1) 原子力・放射線関連 

2）宇宙・海底機器関連 

3) 装置・機器の故障及び動作不良が、直接又は間接を問わず、生命、身体、財産などへ重大な損害を及ぼすことが 

通常予想されるような極めて高い信頼性を要求される機器 
 

なお、上記 1)、2)に関する装置、分野であっても、本目的に沿う用途で使用される場合に限り、及び、下記 4）～10）に 

関する分野に使用される場合は、当社営業担当窓口へ必ずご連絡のうえ書面による同意を得ていただきますようお願い 

いたします。 

万が一、当社営業担当窓口へのご連絡及び同意なくこれらの分野に本製品が使用され、それにより損害が発生した場合は、 

当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。 
 
4) 可燃性及び/又は毒性冷媒を使用する冷暖房及び冷凍空調装置、又は可燃性及び/又は毒性流体を使用する各種 

  産業装置 

5) 輸送機器（鉄道・航空・船舶・車両設備など） 

6) 防災・防犯機器 

7) 医療機器、燃焼機器、電熱機器、娯楽設備、課金に直接関わる設備／用途 

8) 電気、ガス、水道などの供給システム、大規模通信システム、交通・航空管制システムで高い信頼性が必要な設備 

9) 官公庁 若しくは各業界の規制に従う設備 

10) その他、上記 4)～9)に準ずる高度な信頼性、安全性が必要な機械・装置 
 

使用条件・使用環境にも影響されますが、仕様書や取扱説明書に使用期間の記載がない場合は５年～１０年を目安に製品の 

お取替えをお願いいたします。 
 

●保証範囲 

本製品を使用したお客様の製品に故障が生じ、その原因が本製品の瑕疵による場合、お客様への納入後１年以内に限り、納入 

した本製品の代替品の提供または修理品の提供を無償で行わせていただきます。ただし、お客様の製品の故障により生じた 

損害のうち、当社が負担する割合は、納入した本製品の価格を上限とさせていただきます。また、お客様の製品の故障が下記 

事由に基づく場合は、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。 
 

1) お客様による本製品の不適当な取扱いならびにご使用の場合。 

（カタログ、仕様書、取扱説明書などに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守） 

2) 故障の原因が、本製品以外の事由の場合。 

3) 当社もしくは当社が委託した者以外の改造または修理による場合。 

4)「使用上の制限」に反し本製品が使用された場合。 

5) 当社出荷当時の科学・技術水準では予見不可能であった場合。 

6) その他、天災、災害、第三者による行為などで当社側の責にあらざる場合。 
 

なお、インターネットオークションなどで本製品を購入された場合、上記の保証は一切受けられませんのでご注意ください。 
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